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議事日程  

       第１  議席の指定 

       第２  会議録署名議員の指名 

       第３  会期の決定 

       第４  報告第１号 

           （地方自治法第１８０条議会の委任による専決処分事項の報告に 

ついて） 

       第５  議案第８号から議案第１３号 

（平成２８年度滋賀県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出

決算の認定について他５件） 

会議に付した事件 

     日程第１  議席の指定 

     日程第２  会議録署名議員の指名 

     日程第３  会期の決定 

     日程第４  報告第１号 

           （地方自治法第１８０条議会の委任による専決処分事項の報告に 

ついて） 

     日程第５  議案第８号から議案第１３号 

(平成２８年度滋賀県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出

決算の認定について他５件）
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議事の経過 

開会 午後２時４０分 

（開会 開議） 

○議長（藤井勇治君） それではただいまから、平成２９年１１月滋賀県後期高齢者医療

広域連合議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。日程に先立ち諸般の報告をいたします。 

 本日の出席議員は、１６名、欠席議員は２名。欠席議員は、中島政幸議員、北川豊昭議

員でございます。 

 また、関係市町の副町長でなくなったことから、日野町選出の広域連合議員が１名欠員

となっておりますので、ご報告をさせていただきます。 

 次に、本日の議事日程は、お手元に配付いたしております議事日程のとおりであります。 

 次に、本定例会に説明員として出席通知のあった者の職・氏名は、お手元に配付いたし

ております文書のとおりでありますので、ご了承願います。 

（日程第１） 

○議長（藤井勇治君）日程第１、議席の指定を行います。 

 今回当選されました議員の議席番号は、滋賀県後期高齢者医療広域連合議会会議規則第

５条第２項の規定により、指定いたします。 

 大久保貴議員は、２番に指定いたします。福井正明議員は、１１番に指定いたします。 

 小椋正清議員は、１２番に指定いたします。平尾道雄議員は、１３番に指定いたします。 

 中島政幸議員は、１７番に指定いたします。 

（日程第２） 

○議長（藤井勇治君）日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第９７条の規定により、１２番 小椋正清議員、１５番 

西田秀治議員を指名いたします。 

（日程第３） 

○議長（藤井勇治君）日程第３、会期の決定を議題といたします。 

お諮りをいたします。 

本定例会の会期は本日１日間にしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（藤井勇治君） 異議なしと認めます。 

よって、会期は本日１日間と決定いたしました。 

（日程第４） 

○議長（藤井勇治君） 日程第４、広域連合長から報告第１号「地方自治法第１８０条議

会の委任による専決処分について」が議会に提出されました。 

報告書については、事前に配付したとおりですので、ご了承を願います。 

（日程第５） 

○議長（藤井勇治君） 日程第５、議案第８号から議案第１３号までを一括議題といたし

ます。 書記より議件を朗読させます。 

○書記（長崎充利君） 議件を朗読いたします。 

議案第８号平成２８年度滋賀県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算の認定

について、議案第９号平成２８年度滋賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算の認定について、議案第１０号平成２９年度滋賀県後期高齢者医療広域連

合一般会計補正予算第１号、議案第１１号平成２９年度滋賀県後期高齢者医療広域連合後

期高齢者医療特別会計補正予算第１号、議案第１２号滋賀県後期高齢者医療広域連合債権

管理条例の制定について、議案第１３号支払督促の申立てに係る訴えの提起について、以

上でございます。 

○議長（藤井勇治君） 議件の朗読が終わりましたので、広域連合長から議案理由の説明

を求めます。連合長。 

○広域連合長（橋川渉君） 本日、議員の皆様方のご参集をいただき、平成２９年１１月 

滋賀県後期高齢者医療広域連合議会定例会を開会し、諸案件の審議を願うに当たりまして、

その概要を説明させていただきますとともに、諸般の報告をさせていただきます。 

 まず、「高齢者医療制度の見直しをめぐる国の動向」について申し上げます。 

 「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律いわゆる社会保

障制度改革プログラム法」に基づき、社会保障改革が進められているなか、高齢者医療に

関しましても制度の見直しが行われているところでございます。これまで制度施行に当た

っての激変緩和措置として、低所得者等の被保険者への保険料軽減特例措置が実施されて
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まいりました。この制度の持続性を高めるとともに、世代間・世代内の負担の公平化を図

り、負担能力に応じた負担額を求める観点から、保険料軽減特例措置や高額療養費制度に

ついて、被保険者の負担増となる制度見直しが実施されました。当広域連合といたしまし

ては、引き続き、被保険者の方々が安心して必要な時に必要な医療を受けていただけるよ

う、今後も国の動向を注視し、全国後期高齢者医療広域連合協議会等を通じ、国に対し必

要な要望を行うなど、適切に対応してまいりたいと考えております。 

 次に、「医療費の動向」について申し上げます。 

 本年９月に厚生労働省が発表しました平成２８年度の概算医療費は、４１．３兆円（対

前年度０．４％減）で、うち、後期高齢者の医療費は１５．３兆円（対前年度１．２％

増）で、全体の３７．２％を占めております。 

 本県の後期高齢者の平成２８年度医療費は、前年度に比べ３７億４千万円増の１，５２

６億６，１００万円で、その伸び率は２．５１％増となりました。 

 この伸び率を平成２８年度予算では、５．１１％と見込んでおりましたので、予算の範

囲内での結果となりました。 

 全国の医療費の動向について、厚生労働省は、平成２７年度は、Ｃ型肝炎治療薬等の抗

ウイルス剤の薬剤料の大幅な増加等により高い伸びとなったのに対し、平成２８年度は診

療報酬改定のほか、抗ウイルス剤の薬剤料の大幅な減少等により一時的にマイナスとなっ

たと分析しております。一方、本県における平成２８年度の医療費の伸びは、主に入院医

療費の伸びが高くなったことが要因と考えております。 

 こうした中、第５期の２年目にあたる本年度の医療費につきましては、８月診療分まで

の一カ月あたりの平均額は約１３２億円、平成２８年度に比べ３．４８％の伸びを示して

おりますことから、引き続き、その動向を注視してまいりたいと考えております。 

 当広域連合といたしましても、医療費の適正化を図るため、後発医薬品の利用促進に引

き続き取り組むとともに、保健事業実施計画に基づく保健事業を市町の皆様と連携・協力

して実施することにより、被保険者の健康の保持増進を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

 それでは、今議会に提出しております議案の概要につきまして、ご説明いたします。 
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 まず、議案第８号及び議案第９号は、一般会計及び後期高齢者医療特別会計の平成２８

年度決算について、認定を求めようとするものでございます。 

 一般会計歳入歳出決算では、歳入額が１億４，５７２万４，２７２円に対して、歳出額

が１億３，８４４万３，７６３円となり、歳入歳出差引額は、７２８万５０９円の剰余と

なっております。 

 次に、特別会計歳入歳出決算では、歳入額が１，５５５億６，６３８万１，０９９円に

対して、歳出額が１，４８９億２，７５４万８９円となり、歳入歳出差引額は、６６億３，

８８４万１，０１０円の剰余となっております。 

なお、平成２８年度広域連合決算審査に当たりましては、監査委員から「保険料軽減

特例及び高額療養費制度の見直しについての被保険者への十分な説明を行うこと、給付費

等返還金の収入未済額の解消に努めること、健康づくり事業及び医療費適正化事業の一層

の展開に努めること。」とのご意見をいただいております。 

これらのご意見に関しましては、まず保険料軽減特例及び高額療養費制度の見直しに

より負担を求めることになる被保険者等に対して、国等が実施する周知広報に加えて、広

域連合独自の広報を行うことにより、十分な説明に努めております。 

また、給付費等返還金の収入未済額への対応につきましては、債務者に対し早い段階

から丁寧な説明を行い、支払いを促すとともに、第三者行為に係る損害賠償請求権の求償

等で弁護士を活用して、先進的な取り組みを行っており、引き続き、収入未済額の解消と

案件発生の未然防止に努めてまいります。 

 健康づくり事業及び医療費適正化事業につきましては、着実な効果が見られますことか

ら積極的な情報発信を行い、構成市町及び県と共に、事業の一層の横展開に努めてまいり

ます。 

 次に、議案第１０号平成２９年度一般会計及び議案第１１号後期高齢者医療特別会計の

補正予算についてご説明申し上げます。 

 これは、平成２８年度の決算に基づき、その剰余金を受け入れるとともに、必要な予算

措置を講じようとするものでございます。 

 まず、一般会計補正予算は、５２８万１千円を増額するものでございます。 

 これは、平成２８年度の国庫支出金及び市町負担金の精算に伴う返還金としまして５２
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８万１千円の増額をしようとするものでございます。 

 次に、特別会計補正予算は、２２億５，７４３万２千円を増額するものでございます。 

 その内訳は、一点目に、平成２８年度の国、県、支払基金、市町の負担金の精算に伴う

返還金としまして１５億３，８０８万５千円の増額、二点目に、国庫支出金等の精算後の

剰余金を給付費等準備基金へ積立てるため７億１，８３３万８千円の増額、三点目に、保

険料軽減判定におけるシステム誤りに係る保険料還付加算金として６７万４千円の増額、

四点目に、過年度分の高額療養費の追加支給に係る増額として３３万５千円を計上いたし

ております。 

 次に、議案第１２号は、債権管理の一層の適正化を図るため滋賀県後期高齢者医療広域

連合債権管理条例を制定しようとするものでございます。 

次に、議案第１３号は、不当利得債権に関する支払督促の申立てに係る訴えの提起に

ついてでございます。 

 当該事案については、居住実態がないことを理由に住民基本台帳を職権消除された被保

険者が、その後、無資格状態で当広域連合の被保険者証を使用し、医療を受診したことで

発生した不当利得について、再三の催告を行ったにもかかわらず納付の意思が見られない

ため、裁判所を通じ支払督促を行おうとするものでございます。 

支払督促については、債務者から異議申立てがなされた場合、申立てがあった日に遡

及して訴えの提起があったとみなされることから、遅滞なく訴訟に移行できるよう、事前

に地方自治法第９６条第１項第１２号に基づく議会の議決を求めようとするものでござい

ます。 

 以上、６件の議案につきまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。何とぞよ

ろしくご審議いただきますよう、お願いを申し上げます。  

○議長（藤井勇治君） 提案の理由の説明が終わりました。 

まず、議案第８号に対する通告による質疑はございません。よって、これをもって質

疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。議案第８号に対する通告による討論はございません。これを

もって討論を終結いたします。 

 これより採決をいたします。お諮りをいたします。 
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 議案第８号「平成２８年度滋賀県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算の認定

について」は、原案のとおり認定することに賛成の方のご起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（藤井勇治君）  はい、ご着席ください。起立全員であります。よって、議案第

８号は、原案のとおり認定をされました。 

 次に、議案第９号に対する通告による質疑はございません。よって、これをもって質疑

を終結いたします。 

 これより討論に入ります。議案第９号に対する、通告による討論はございません。これ

をもって討論を終結いたします。 

 これより採決をいたします。お諮りをいたします。 

 議案第９号「平成２８年度滋賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算の認定について」は、原案のとおり認定することに賛成の方のご起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（藤井勇治君）  はい、ご着席ください。起立全員であります。よって、議案第

９号は、原案のとおり認定されました。 

次に、議案第１０号に対する通告による質疑はございません。よって、これをもって

質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。議案第１０号に対する、通告による討論はございません。こ

れをもって討論を終結いたします。 

 これより採決をいたします。お諮りをいたします。 

 議案第１０号「平成２９年度滋賀県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算第１号」

は、原案のとおり決することに賛成の方のご起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（藤井勇治君）  はい、ご着席ください。起立全員であります。よって、議案第

１０号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１１号に対する通告による質疑はございません。よって、これをもって質

疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。議案第１１号に対する、通告による討論はございません。こ



 

  
－9－ 

れをもって討論を終結いたします。 

 これより採決をいたします。お諮りをいたします。 

 議案第１１号 「平成２９年度滋賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計

補正予算第１号」は、原案のとおり決することに賛成の方のご起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（藤井勇治君）  はい、ご着席ください。起立全員であります。よって、議案第

１１号は、原案のとおり可決されました。 

次に、議案第１２号に対する通告による質疑はございません。よって、これをもって

質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。議案第１２号に対する、通告による討論はございません。こ

れをもって討論を終結いたします。 

 これより採決をいたします。お諮りをいたします。 

 議案第１２号「滋賀県後期高齢者医療広域連合債権管理条例の制定について」は、原案

のとおり決することに賛成の方のご起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（藤井勇治君） ご着席ください。起立全員であります。よって、議案第１２号は、

原案のとおり可決されました。 

次に、議案第１３号に対する通告による質疑はございません。よって、これをもって

質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。議案第１３号に対する、通告による討論はございません。こ

れをもって討論を終結いたします。 

 これより採決をいたします。お諮りをいたします。 

 議案第１３号「支払督促の申立てに係る訴えの提起について」は、原案のとおり決する

ことに賛成する方のご起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（藤井勇治君） ご着席ください。起立全員であります。よって、議案第１３号は、

原案のとおり可決されました。 

 以上をもちまして、本日の議事日程は、すべて終了いたしました。 
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 これをもちまして、平成２９年１１月滋賀県後期高齢者医療広域連合議会定例会を閉会

いたします。ありがとうございました。 

 

閉会 午後２時５８分 
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滋賀県後期高齢者医療広域連合議会会議規則第９７条の規定により下記に署名する。 

 

                      平成２９年１１月２日 

 

 

 

   滋賀県後期高齢者医療広域連合議会議長     藤 井 勇 治 

 

 

   署 名 議 員     小 椋 正 清 

 

 

             署 名 議 員     西 田 秀 治 
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